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栃 木 県 告 示 第 四 百 八 十 四 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 七 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

　　 平 成 二 十 七 年 十 月 十 六 日

栃 木 県 知 事　　 福　　 田　　 富　　 一　　

　 産 業 労 働 観 光 部 の 部 国 際 課 の 款 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

観 光 交

流 課

栃 木 県

公 衆 無

線 Ｌ Ａ

Ｎ 環 境

整 備 事

業 費 補

助 金

不 特 定 か つ 多

数 の 者 が 無 線

に よ り 利 用 で

き る ロ ー カ ル

エ リ ア ネ ッ ト

ワ ー ク （ 以 下

こ の 項 に お い

て 「 公 衆 無 線

Ｌ Ａ Ｎ 」 と い

う 。 ） の 整 備

を 支 援 し 、 外

国 人 旅 行 者 等

の 利 便 の 増 進

栃 木 県 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 環 境 整 備 事 業 実

施 要 綱 （ 平 成 二 十 七 年 九 月 十 七 日 付 け

観 光 第 百 八 十 九 号 産 業 労 働 観 光 部 長 通

知 。 以 下 こ の 項 に お い て 「 要 綱 」 と い

う 。 ） に 基 づ き 行 う 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ の

整 備 に 要 す る 経 費

当 該 整 備 に 要 す る 経

費 の 十 分 の 十 以 内 。

た だ し 、 知 事 が 別 に

定 め る 額 を 限 度 と す

る 。

県 内 に 住

所 又 は 事

務 所 を 有

す る こ と

そ の 他 の

要 綱 に 定

め る 要 件

を 満 た す

も の
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　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第485号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

佐野調剤薬局 佐野市植上町1479-４ 株式会社エフアンドエフ
代表取締役　藤川　欣洋

平成27年
９月１日

精神通院医療

いきいき薬局 壬生町落合３-４-14 株式会社エフアンドエフ
代表取締役　藤川　欣洋

平成27年
10月１日

精神通院医療

カワチ薬局泉が丘
店

宇都宮市泉が丘６-１-45 株式会社カワチ薬品
代表取締役　河内　伸二

平成27年
10月１日

精神通院医療

カワチ薬局都賀イ
ンター店

栃木市大宮町2815 株式会社カワチ薬品
代表取締役　河内　伸二

平成27年
10月１日

精神通院医療

とちぎ薬局岡本店 宇都宮市中岡本町2823-43 株式会社ジェイピー
代表取締役　渡部　智次

平成27年
10月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第486号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

WADEWADE訪
問看護ステーショ
ン

宇都宮市下栗町 2913-１
（宇都宮市平松本町1208-
３ボヌール鈴木106）

yoboiryo株式会社
代表取締役　川上　智之

平成27年
９月24日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第487号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定によ
り次の指定自立支援医療機関がその指定を辞退したので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

株式会社ジョイフ
ル本田　宇都宮店

上三川町磯岡421-１ 株式会社ジョイフル本田
代表取締役社長　矢ヶ﨑　健

平成27年
10月15日

精神通院医療

を 図 る 。

（ 観 光 交 流 課 ）　
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薬局 一郎

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第488号
　栃木県薬物の濫用の防止に関する条例（平成27年栃木県条例第31号。以下「条例」という。）第14条第１項
の規定により知事指定薬物の指定がその効力を失ったので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　指定の失効した知事指定薬物の名称
⑴　１―（ベンゾフラン―５―イル）プロパン―２―アミン（通称名５―ＡＰＢ）及びその塩類
⑵　１―（２，３―ジヒドロベンゾフラン―６―イル）プロパン―２―アミン（通称名６―ＡＰＤＢ）及び
その塩類

２　指定の失効の理由
当該知事指定薬物が条例第２条第６号に掲げる薬物に該当するに至ったため。

３　指定の失効の日
平成27年９月26日

（薬務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第489号
　次の事業の土地改良事業計画を定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第５項の規定によ
り公告する。
　なお、同法第87条第５項の規定により、土地改良事業計画書の写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供
する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第87条第６項の規定により、所轄農業振興事務所を経由
して、栃木県知事に申し立てることができる。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 立 期 限 所 轄 農 業 振 興 事 務 所

県営馬頭中部地区土地改
良（区画整理）事業

平成27年10月19日から
同年11月16日まで

平成27年12月１日 塩谷南那須農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

風 見 上 平
土地改良区

理 事 吉田　一吉 吉田　一吉 塩谷郡塩谷町大字風見1180 27.９.26 27.９.28

〃 髙瀨　秀夫 髙瀨　秀夫 　〃　　〃　大字上平68 〃 〃



（868） 栃 木 県 公 報 第2725号平成27年10月16日　金曜日

理 事 磯　　邦雄 磯　　邦雄 塩谷郡塩谷町大字風見1172 27.９.26 27.９.28

〃 吉田　親任 吉田　親任 　〃　　〃　　〃　　1155 〃 〃

〃 樋山　正勝 樋山　正勝 　〃　　〃　大字上平258 〃 〃

〃 竹澤　　賢 竹澤　　賢 　〃　　〃　大字風見303-１ 〃 〃

〃 塩谷　祐造 塩谷　祐造 　〃　　〃　大字上平456-１ 〃 〃

〃 細井敬一郎 　〃　　〃　　〃　　244 〃

監 事 神長　　貢 神長　　貢 　〃　　〃　　〃　　264 27.９.26 〃

〃 手塚　恒雄 手塚　恒雄 　〃　　〃　大字風見714 〃 〃

〃 大島　秀二 　〃　　〃　大字熊ノ木３-60 〃

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、宇都宮地方法務
局長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定によ
り次のとおり公示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（不動産登記法第14条第１項地図作成）

２　作業地域
宇都宮市富士見町・南町・高砂町・南高砂町の一部地域

３　作業期間
平成27年10月５日から平成28年３月31日まで

　───────────────────────────────────────────────
　　　○公共測量の実施
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省関東
地方整備局日光砂防事務所長から公共測量を実施する旨通知があったので、同法第39条において準用する同法
第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
公共測量（航空レーザ測量）

２　作業地域
日光市

３　作業期間
平成27年９月10日から平成28年２月26日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成27年10月16日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

真岡市下大曽字元屋敷615番１の一部、615番
２の一部、618番１の一部

真岡市下大曽615番地１ 塚 田 和 寿

真岡市東郷字雷819番５、821番２ 栃木市平柳町二丁目３番28号フレグ
ランス205

藤 本 夏 枝

下野市柴字向原769番125 下野市小金井六丁目13番地１ハイツ
サカエD101

増 山 　 徹

下都賀郡壬生町大字壬生甲字東原3821番３、
3821番７

下都賀郡壬生町大字壬生甲3821番地
３

大島建設工業株式会
社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

正 誤

発行番号 ページ 行 正 誤

平成27年
号 外
第 67 号

１ 13 小 　 林 　 一 　 成 佐 　 藤 　 信 　 勝

平成27年
号 外
第 68 号

14 下から９ 小 　 林 　 一 　 成 佐 　 藤 　 信 　 勝

　───────────────────────────────────────────────


